
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜助成金情報＞  

 
 ますだすまいる 通信 

 

2020年 2月発行 第78号 NPO市民活動団体情報誌 

※各種助成金の詳細については、 

発信元のホームページをご覧ください。 

発行元：益田市市民活動支援センター 

益田市常盤町１番１号 益田市役所人口拡大課内 

TEL:0856-31-0600 FAX：0856-23-7708  

E メ ー ル：ｎｐｏ@city.masuda.lg.jp 

第１４回 「読売あをによし賞」 

かけがえのない文化遺産を様々な現場で守り伝え、卓越した

業績を上げた人たちを顕彰する「読売あをによし賞」の候補者

を募集します。 

〔助成金額〕 本賞（賞金３００万円と記念品） 

         奨励賞（同１００万円） 

         特別賞（記念品） 

〔申込締切〕 ２月２９日 

〔発 信 元〕 読売新聞社 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 https://info.yomiuri.co.jp/contest/clspql/awoniyoshi. 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

2020年度緑の募金助成 

森づくりや人と自然がつながる社会づくりを行う団体で、国内外

の森と人を元気にする活動、地球の緑を増やし、地球温暖化

防止や生物多様性保全に貢献する活動、森づくりのリーダーを

育てる活動、森や里山で子どもたちを育みことができる活動を

応援します。 

〔助成金額〕 上限 100～200万円 

〔申込締切〕 ３月１５日 

〔発 信 元〕 （公財）国土緑化推進機構 

〔 Ｕ Ｒ Ｌ 〕  http://www.green.or.jp/bokin/volunteer/activity-

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

環境 

２０１９年度 助成事業対象者募集 スポーツ 

日本を代表するジュニアスポーツ選手の育成、また、心身とも

に健全な青少年の育成に寄与することを目的として、スポーツ

の振興、子ども達の育成や学びの機会を支援します。 

 

〔助成金額〕 １件あたり３００万円上限 

〔申込締切〕 ２月２８日 

〔発 信 元〕 （公財）ノエビアグリーン財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 https://www.noevirgreen.or.jp/grants/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市民活動団体 

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団 

「社会貢献基金助成」 

地域の種々の災害の救済、社会福祉事業、環境保全事業な

ど社会貢献活動を行う各種団体等への助成及び社会貢献に

資する調査・研究を目的とした事業に対する助成を行います。 

〔助成金額〕 上限額２００万円（研究助成は１００万円） 

〔申込締切〕 ２月２９日 

〔発 信 元〕 （一社）冠婚葬祭文化振興財団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://www.ceremony-culture.jp/social/service/fund 

 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

まち 

づくり 

文化 

第 32回 わかば基金 

地域に根ざした福祉活動を行っている団体を助成します。 

①①「支援金」部門 

 国内のある一定の地域に福祉活動の拠点を設け、活動を広

げたい。 

〔助成金額〕 最高 100万円 

②②「リサイクルパソコン」部門 

 パソコンを利用して地域で活発な福祉活動に取り組んでおり、

台数を増やすことで、より高齢者や障がい者に役立ち、活動の

充実を図れる。 

〔助成金額〕 １グループ３台 

③③「災害復興支援」部門 

 東日本大震災以降に激甚災害指定を受けた災害の被災地

域に活動拠点があり、福祉活動を通して、その地域の復興・復

旧をすすめる。 

〔助成金額〕 最高 100万円 

〔申込締切〕 ３月３１日 

〔発 信 元〕 社会福祉法人 NHK厚生文化事業団 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 https://www.npwo.or.jp/info/16422 

 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

福祉 令和 2年度 

障がい者スポーツ活動支援助成金 

県内において障がい者のスポーツ活動に取り組む団体が行う

スポーツ活動に対して助成します。 

〔助成金額〕 上限１５万円 

〔申込締切〕 ２月２１日 

〔発 信 元〕 （公財）島根県障害者スポーツ協会 

〔Ｕ Ｒ Ｌ〕 http://spokyo.org/ 

Mizumori/ 

【 対 象 団 体 】 
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 
市 民 活 動 団 体 

福祉 

 

 

益田市には、様々な形で地域活動を行っている団体がたくさんあります。 

それぞれがどのような思いで、どのような活動を行っているのか参加者同士、対面

で話してみませんか？ 

交流会を通して新たな「つながり」をつくりましょう！ 

 

２０２０年３月１８日（水） 

 

時間：１３：３０～１６：００ 

   （受付 １３：２０～） 

場所：市民学習センター２０２研修室 

参加料：無料 

 

申込期限  ３月６日（金）までにお申し込みください。 

【申し込み・お問い合わせ】 

益田市市民活動支援センター 電話☎0856-31-0600 ✉npo@city.masuda.lg.jp 

詳しくは、ホームページhttps://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/21/をご覧ください。 
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イベント情報 ～協働のまちづくり事業～ 

ともだちげきじょう 

 

10：00－16：15 

会場：朱鷺会館 

（出雲市西新町 2 丁目 2456-4） 

参加費：１，０００円（昼食代） 

地域づくりオールスター 

２０２０年３月１５日（日） 

分科会 県内各地の実例を学ぼう♪ 

教室ごとに、様々なテーマの分科会を行います。 

〔テーマ〕 

・小さな拠点づくり ・空き家 

・子どもの居場所  ・地域福祉 

・クラウドファンディング 

・特産品開発    ・地域×関係人口 

・SDGs de 地方創生 

お知らせ～ふるさと島根定住財団より～ 
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「しろくまちゃん」は、セリフのない人形劇。 

「ウレタンロボット、コップんこシアター、ぴょんちゃん・

けろちゃん」は、ワークの中から生まれた人形たちのお話。 

「うどんのうーやん」は、愉快で温かいお話。同名絵本を

リズム感のある楽しい人形劇にしました。 

☆チケット販売・問い合わせ☆ 

益田おやこ劇場 ：090-8244-2208 

２月２２日（土）10：30～ 
会場：益田交流館（幸町） 

チケット：２００円（３才以上） 

お申込み・問合せ先 

（公財）ふるさと島根定住財団 

℡０８５２―２８―０６９０ 

申込締切：３月５日（木） 

 

実務担当者のためのガイドライン ～NPO法人会計基準(２０１０年) より抜粋～ 

複数の事業を行っている場合には、事業費をその事業ごとに区分しなければ 

いけないのでしょうか。 

NPO法人会計基準第２２項(複数事業の事業別開示)において、「事業費は、事業別に区分して注記

することが出来る。その場合収益も事業別に区分して表示することを妨げない」とありますので必ず

しも事業費を事業ごとに区分して表示する事は義務ではありません。 

しかしながら、NPO 法人が自らの事業費を明らかにする事は、法人がどのような事業をどれだけ

行ったのかという、いわば「活動の証」となるものです。そこで、「財務諸表の注記」で、複数の事

業を行う場合には、事業種類ごとに事業費の内訳を表示するか、あるいは、収益も含めて事業別及び

管理部門別に損益の状況を表示するか、いずれかの方法を推奨しています。 

外部からの評価の基準は、金額の大小だけではありません。事業費の総額が少額でも、『僅かな事

業費にもかかわらず、様々な活動をしているなあ』という評価もあるでしょうし、事業費の使途につ

いて『この事業費は、もっと有効な使い方ができるのではないか』という評価があるかもしれませ

ん。 

また、個々の事業に対する収益を事業費と対応させて各事業の損益を明示することで、事業を遂行

する上でどのような経費がどれだけ必要なのか、その経費に見合う収益が得られているのか、といっ

た更に多くの情報を提供することが望ましいのです。 


